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仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例（平成二十二年仙台市条例第四十七

号）は、廃止する。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

  理 由 

 敬老乗車証の交付により、高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の

増進を図るという仙台市敬老乗車証条例の本来の目的を今後も変わらず維持し、

着実に達成するため、現行条例を廃止する必要がある。これが、この条例案を提

出する理由である。 

 


